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１ ）商品別分類のうち、中分類を使用。大分類と中分類の関係は、資料12を参照。なお、この表は、通知された重大事故
等のうち、当該事故等による被害者が存在し、かつ当該被害者の年齢が明らかな事案を集計したものである。
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２）北海道・東北：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
　　関東：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
　　中部：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
　　近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
　　中国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
　　四国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
　　九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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３）北海道・東北：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
　　関東：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
　　中部：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
　　近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
　　中国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
　　四国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
　　九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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４）商品の角等が滑らかに処理されていないこと。
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５ ）消費者安全法改正（2012年10月１日施行）に伴う「消費者安全調査委員会」の設置と同時に開始された事故等原因調
査等の申出制度によるもの。
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６ ）事業者自ら家庭用品品質表示法上の不適正表示があったとの申出に基づき、消費者への注意喚起を消費者庁ウェブサイ
トに掲載。
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